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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　先端面に観察光学系及び照明光学系を設けた挿入部が硬性な硬性鏡と、
　前記硬性鏡の硬性な挿入部に配設され前記挿入部の先端面に向かって送水を行うノズル
を構成する先端部を有する洗滌シースと、
　前記挿入部の先端面に密着するように配置され、前記ノズルから前記挿入部の先端面に
向けて噴出された水分、又は前記先端面に付着した水分、体液等を払拭するワイパーを有
して前記洗滌シースを挿通配置するもので、前記硬性鏡の硬性な挿入部の手元側に、前記
ワイパーを前記先端面に対して摺動接触させて移動することにより前記水分、体液等を払
拭させるとともに、前記先端面に対して遠位方向に前記ノズルから離間させる操作部を設
けたワイパーシースと、
　を具備したことを特徴とする内視鏡装置。
【請求項２】
　前記操作部は、この操作部内を水密にシールドするためのシールド部材を設けたことを
特徴とする請求項１に記載の内視鏡装置。
【請求項３】
　前記操作部は、
　前記ワイパーシースの基端部に固定される本体と、
　前記ワイパーシース内に回転、進退自在に取り付けられたワイパー軸の折曲部を係止す
る溝部を有し、前記本体に対して回転自在及び進退自在に配設されるワイパー管と、
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　前記本体及び前記ワイパー管を内部に収容した状態で前記本体に回転自在に取り付けら
れ、内部に前記ワイパー管と係合して回転、進退移動させるための機構を有する第１、第
２回転リングと、
　前記本体の基端側に配設され、前記ワイパーシースの基端部と前記洗滌シースとを水密
にシールドするＯリングを固定するための第１、第２Ｏリング押え部材と、
　を有して構成したことを特徴とする請求項１に記載の内視鏡装置。
【請求項４】
　前記ワイパーシースは、その先端部が内側に折曲して形成されたフランジ部を有してい
ることを特徴とする請求項１に記載の内視鏡装置。
【請求項５】
　前記ワイパーシースは、前記フランジ部の内側に設けてこのフランジ部の内面を中心軸
と略平行な面に形成するとともに、前記硬性鏡の照明光学系からの反射光を前記観察光学
系とは異なる方向に反射させるための反射防止部材を有していることを特徴とする請求項
４に記載の内視鏡装置。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、硬性鏡の先端面に付着した水分、体液等を洗滌とワイパーによる払拭により
、除去できるようにした内視鏡装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来より、硬性鏡などの内視鏡を用いた外科手術が行われている。　
　このような外科手術では、前記硬性鏡の先端面（詳しくは観察窓）が体液や血液等によ
って汚れてしまう。このため、観察視野を十分に確保するためには前記先端面を洗滌する
必要がある。
【０００３】
　前記先端面の洗滌方法としては、前記硬性鏡の抜き差しによって先端面に付着した体液
や血液等を取り除く行う方法があるが、このような方法では、術者にとって面倒である。
【０００４】
　そこで、例えば、特開平６－１８９８９３号公報に示すように、前記硬性鏡の硬性な挿
入部を挿入するとともに、前記硬性鏡の先端面に対して送水を行うノズルを前記挿入部の
外周側に有する洗滌シースを設けて、前記ノズルを介して前記先端面に対して送水を行う
ことにより前記先端面の洗滌を行うようにしている。
【０００５】
　しかし、前記提案による従来技術では、先端面の汚れを十分に洗滌することができない
。このため、例えば、特開平８－２９６９９号公報に示すように、洗滌水を噴出させるノ
ズルを設けるとともに、観察窓表面に付着した汚水、汚物、体液等を払拭するワイパーを
設けたイメージスコープが提案されている。
【特許文献１】特開平６－１８９８９３号公報
【特許文献２】特開平８－２９６９９号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、前記特開平８－２９６９９号公報に記載のイメージスコープは、主に下
水道パイプなどに用いる工業用として構成されているので、洗滌、消毒性が考慮されてい
なかった。このため、医療でこのイメージスコープを使用した場合には、前記イメージス
コープの先端面に付着した水分、体液、血液等のワイパーによる洗滌や消毒が困難である
。　また、前記イメージスコープは、前記ワイパーを対物レンズケーシングの内部に設け
たモータによって駆動するものであるために、複雑な構成でコストが高価になってしまう
。
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【０００７】
　このため、安価で、使い勝手の良いワイパーを備えた内視鏡装置が望まれている。
【０００８】
　本発明は前記事情に鑑みてなされたもので、安価で、使い勝手の良いワイパーを備えた
内視鏡装置を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明の内視鏡装置は、先端面に観察光学系及び照明光学系を設けた挿入部が硬性な硬
性鏡と、前記硬性鏡の硬性な挿入部に配設され前記挿入部の先端面に向かって送水を行う
ノズルを構成する先端部を有する洗滌シースと、前記挿入部の先端面に密着するように配
置され、前記ノズルから前記挿入部の先端面に向けて噴出された水分、又は前記先端面に
付着した水分、体液等を払拭するワイパーを有して前記洗滌シースを挿通配置するもので
、前記硬性鏡の硬性な挿入部の手元側に、前記ワイパーを前記先端面に対して摺動接触さ
せて移動することにより前記水分、体液等を払拭させるとともに、前記先端面に対して遠
位方向に前記ノズルから離間させる操作部を設けたワイパーシースと、を具備したことを
特徴とするものである。
【発明の効果】
【００１１】
　本発明の内視鏡装置によれば、安価で、使い勝手の良いワイパーを備えた内視鏡装置を
提供することができるといった利点がある。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１２】
　以下、図面を参照して本発明の実施例を説明する。
【実施例１】
【００１３】
　図１は、本発明の内視鏡装置の実施例１を示し、内視鏡装置の分解斜視図である。　
　図１に示すように、本実施例の内視鏡装置１は、先端面２ａに図示しない観察光学系及
び照明光学系を設けた挿入部２Ａが硬性な硬性鏡２と、前記硬性鏡２の硬性な挿入部２Ａ
を挿通した状態で取り付けられる洗滌シース３と、この洗滌シース３のシース挿入部３Ａ
を挿通した状態で取り付けられるワイパーシース４と、を有して構成される。
【００１４】
　前記硬性鏡２は、被検体の体腔内に挿入するための挿入部２Ａと、挿入部２Ａの基端側
に設けられた把持部２Ｂと、この把持部２Ｂの基端側に設けられた接眼部２Ｃと、を有し
ている。
【００１５】
　前記挿入部２Ａの内部には、照明観察光学系及び観察光学系が設けられており、被検体
の腹腔内の観察部位を照明し、被検体の腹腔内の観察像を得ることが可能である。前記把
持部２Ｂには、図示はしないがライトガイドコネクタが設けられている。　
　前記ライトガイドコネクタ（図示せず）には、一端を光源装置に接続されたライトガイ
ドケーブルの他端に設けられたコネクタが接続される。これにより、照明光学系を介して
光源装置からの照明光により観察部位を照明する。
【００１６】
　前記接眼部２Ｃには、図示はしないがＣＣＤを内蔵したカメラヘッドが接続される。そ
して、前記観察光学系を介して得られた腹腔内の観察像はこのカメラヘッド（図示せず）
を介して図示しないシステムコントローラに供給されるようになっている。
【００１７】
　また、前記把持部２Ｂの挿入部側面上には、挿入方向に一体に突出する案内部５が設け
られている。この案内部５は、前記硬性鏡２の挿入部２Ａを前記洗滌シース３内に挿通し
た際に前記洗滌シース３の把持部３Ｂに設けられたガイドコネクタ６と嵌合して、前記硬
性鏡２と前記洗滌シース３とを確実に接続する。
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【００１８】
　前記洗滌シース３は、前記硬性鏡２の挿入部２Ａを挿通するシース挿入部３Ａと、この
シース挿入部３Ａに挿通配置された前記挿入部２Ａの先端面２ａに向かって送水を行うノ
ズル３ｂを構成する先端部３ａと、シース挿入部３Ａの基端側に設けられた把持部３Ｂと
、を有している。
【００１９】
　前記把持部３Ｂの基端部には、前記硬性鏡２の挿入部２Ａを挿通するための開口３Ｄが
設けられている。また、把持部２Ｂの基端側上部には、前記ガイドコネクタ６が設けられ
ている。このガイドコネクタ６は、前記硬性鏡２の挿入部２Ａが挿通される方向に開口６
ａを有し、平面視で脚部６ｂが略Ｕ字状に形成されている（図１２参照）。
【００２０】
　このことにより、このガイドコネクタ６は、前記硬性鏡２の挿入部２Ａが前記洗滌シー
ス３内に挿通した際に前記硬性鏡２の把持部２Ｂに設けられた案内部５を嵌合して、この
洗滌シース３と前記硬性鏡２とを確実に接続する。
【００２１】
　また、前記把持部３Ｂの挿入部側面上には、挿入方向に一体に突出する案内部７が設け
られている。この案内部７は、この洗滌シース３のシース挿入部３Ａを前記ワイパーシー
ス４内に挿通した際に前記ワイパーシース４の操作部４Ｂに設けられたガイドコネクタ８
と嵌合して、前記洗滌シース３と前記ワイパーシース４とを確実に接続する。
【００２２】
　前記把持部３Ｂの側面部には、前記シース挿入部３Ａ内に連通する送水口金３Ｃが設け
られている。この送水口金３Ｃには、基端部に送水手段としての注射器（洗滌液をいれて
送水、吸引するための容器とピストン（注射筒）からなるもの）を接続した図示しない送
水チューブが接続される。
【００２３】
　つまり、この注射器によって、前記硬性鏡２の先端面２ａを洗滌するための洗浄液等の
流体が前記送水チューブを介して前記送水口金３Ｃに供給され、又は吸引されるようにな
っている。なお、前記送水手段は、前記注射器に限定されるものではなく他の送水装置を
用いても良い。
【００２４】
　前記シース挿入部３Ａの先端部３ａには、前記ノズル３ｂが設けられている。このノズ
ル３ｂは、先端部３ａの縁部が内側に折曲され且つその折曲面が波状に形成されている。
なお、このノズル３ｂは、前記硬性鏡２による観察の視野を狭めること（挿入部２Ａの先
端面２ａの観察窓（図示せず）上を塞いだりすること等）のない所定の寸法に形成されて
いる。また、前記シース挿入部３Ａは、前記開口３Ｄを介して前記硬性鏡２の挿入部２Ａ
を挿通するための挿通チャンネル３ｃを有している。
【００２５】
　前記シース挿入部３Ａの先端部３ａは、前記挿通チャンネル３ｃ内に前記硬性鏡２の挿
入部２Ａが挿通された状態で、前記ノズル３ｂの内面と前記挿入部２Ａの先端面２ａとの
間に僅かな隙間部（図示せず）が形成されている。
【００２６】
　また、シース挿入部３Ａは、前記挿通チャンネル３ｃ内に前記硬性鏡２の挿入部２Ａが
挿通された状態で、前記シース挿入部３Ａの内面と前記挿入部２Ａとの間に僅かな隙間、
即ち、挿入部間隙間部３ｄが形成されるようになっている。
【００２７】
　前記挿入部間隙間部３ｄは、先端側で前記先端側の隙間部（図示せず）と連通され、手
元側で送水口金３Ｃを介し、送水手段である注射器と連通されている。
【００２８】
　さらに、前記把持部３Ｂの開口３Ｄ部分には、図示しないＯリングが設けられており、
このＯリングによって、前記挿入部２Ａの挿入時における前記挿入部間隙間部３ｄ及び送
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水口金３Ｃの手元側を気密にしている。
【００２９】
　この構成により、前記シース挿入部３Ａに前記硬性鏡２の挿入部２Ａを挿通接続した際
に、前記ノズル３ｂは、前記注射器（図示せず）が作動することによって、送水口金３Ｃ
、挿入部間隙間部３ｄ及び隙間部（図示せず）を介して供給される洗滌液等の流体を、前
記挿入部２Ａの先端面２ａに向かって且つ全周方向から噴出して送水する。こうして、ノ
ズル３ｂの洗浄液等の流体による先端面２ａの洗滌が行われるようになっている。
【００３０】
　図２は図１に示すワイパーシースの拡大構成斜視図である。
【００３１】
　前記ワイパーシース４は、図１及び図２に示すように、前記洗滌シース３のシース挿入
部３Ａを挿通するシース挿入部４Ａと、前記シース挿入部３Ａ内の挿入部２Ａの先端面２
ａに密着するように配置され、前記ノズル３ｂから前記挿入部２Ａの先端面２ａに向けて
噴出された水分、又は前記先端面２ａに付着した水分、体液等を払拭するワイパー９と、
前記シース挿入部４Ａの基端側に設けられ、前記ワイパー９を前記先端面２ａに対して摺
動接触させて移動することにより前記水分、体液等を払拭させるとともに、前記先端面２
ａに対して遠位方向に前記ノズル３ｂから離間させるための操作部４Ｂと、を有している
。
【００３２】
　前記操作部４Ｂの基端部には、前記洗滌シース３のシース挿入部３Ａを挿通するための
開口４Ｃが設けられている。また、この操作部４Ｂの開口４Ｃの近傍には、ガイドコネク
タ８が設けられている。
【００３３】
　このガイドコネクタ８は、前記洗滌シース３のガイドコネクタ６と略同様に構成されて
いる。したがって、このガイドコネクタ８は、前記洗滌シース３のシース挿入部３Ａが挿
通される方向に開口６ａを有し、平面視で脚部６ｂが略Ｕ字状に形成されている（図１２
参照）。
【００３４】
　このことにより、このガイドコネクタ８は、前記洗滌シース３のシース挿入部３Ａが前
記ワイパーシース４内に挿通した際に前記洗滌シース３の把持部３Ｂに設けられた案内部
７に嵌合して、このワイパーシース４と前記洗滌シースとを確実に接続する。
【００３５】
　また、前記シース挿入部４Ａの内周側には、ワイパー９に一体に接続されたワイパー軸
１０が係合部４ｃによって回転及び進退自在に取り付けられている。前記ワイパー軸１０
を係合する係合部４ｃは、例えばシース挿入部４Ａの複数箇所（例えば先端側と基端側と
の２箇所）に切り欠きを形成し、さらに筒状に形成され且つワイパー軸１０を貫通した状
態の接合部をレーザー溶接することにより形成される（図２９参照）。
【００３６】
　このワイパー軸１０の先端には、このワイパー軸１０と一体的にインサート成型された
ワイパー９が設けられている。このワイパー９は、例えば弾性のゴムを用いて前記先端面
２ａの観察窓及びその近傍を払拭可能な大きさで略四角形状に形成されている。また、ワ
イパー９は、その肉厚が前記先端面２ａ上で撓んで摺動接触してこの先端面２ａに付着し
た水分、体液等を払拭することができるような所定の寸法に形成されている。
【００３７】
　前記ワイパー軸１０の基端部は、前記操作部４Ｂ内に接続されている。前記操作部４Ｂ
は、術者によって回転操作することによりこの発生した駆動力が前記ワイパー軸１０を介
して前記ワイパー９に伝達されてこのワイパー９を動作させるための操作手段である。な
お、前記操作部４Ｂの詳細な構成については後述する。
【００３８】
　また、本実施例では、前記ワイパーシース４内に前記洗滌シース３が挿通配置されると
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、前記ワイパー９は、前記洗滌シース３内の硬性鏡２の先端面２ａ上に接触可能な位置に
位置決めされるようになっている。
【００３９】
　このような内視鏡装置１は、手術時、図示しないトラカールに挿通されて用いられるよ
うになっている。つまり、この内視鏡装置１は、前記トラカールに挿通された状態のまま
、このトラカールによって患者体内の腹部に保持されながら前記硬性鏡２及び洗滌シース
３を挿通したワイパーシース４のシース挿入部４Ａを腹部領域に挿入して、観察光学系を
介して得られた腹腔内の観察像を図示しないカメラヘッドを介してシステムコントローラ
に供給する。
【００４０】
　次に、前記ワイパーシース４の操作部４Ｂの具体的な構成を図３ないし図１１を参照し
ながら説明する。
【００４１】
　図３ないし図１１はワイパーシースの操作部の具体的な構成を説明するためのもので、
図３は図２の操作部を先端部からみた場合の構成図、図４は図２のＡ矢印方向から見た操
作部の断面図、図５は図２のＢ矢印方向から見た場合のワイパーシース全体の断面図、図
６は図５の本体に嵌合されたワイパー管の構成を示す斜視図、図７は図５の本体及び第２
回転リングの構成を示す斜視図、図８は図５のワイパー管を図７の第２回転リング及び本
体を取り付けた状態の構成を示す斜視図、図９は第１回転リングの構成を示す斜視図、図
１０は図５の本体上に設けられた第１カム溝及び第２回転リングに設けられた第２カム溝
の形状を示す構成図、図１１は図５の第１、第２リング押え部とＯリングによるシール構
造を説明するための断面図である。
【００４２】
　内視鏡装置１は、前記したようにワイパーシース４のワイパー９によって、挿通配置さ
れた洗滌シース３内の硬性鏡２の先端面２ａを摺動接触して水分、体液等を払拭するよう
に構成されているが、このワイパー９が先端面２ａ上を摺動接触する際に前記洗滌シース
３のノズル３ｂと干渉してしまうことも考えられる。
【００４３】
　この場合、前記ワイパー９は前記ノズル３ｂとの干渉により破損してしまう虞れが生じ
る。一方、前記ワイパー９の摺動接触範囲（動作範囲）を小さくしてしまうと、払拭しな
ければならない水分や体液等が先端面２ａ上の視野範囲内に残留してしまうことも考えら
れる。
【００４４】
　そこで、本実施例の内視鏡装置１は、前記ワイパー９を前記先端面２ａに対して摺動接
触させて移動することにより前記水分、体液等を払拭させるとともに、前記先端面２ａに
対して遠位方向に前記ノズル３ｂから離間させるように前記操作部４Ｂを構成している。
【００４５】
　前記操作部４Ｂは、図３ないし図５に示すように、ワイパーシース４のシース挿入部３
Ａの基端部に固定される本体１１と、前記シース挿入部３Ａ内に回転、進退自在に取り付
けられたワイパー軸１０の折曲部１０Ａを係止する溝部１２Ａを有し、前記本体１１に対
して回転自在及び進退自在に配設されるワイパー管１２と、前記本体１１及び前記ワイパ
ー管１２を内部に収容した状態で前記本体１１に回転自在に取り付けられ、内部に前記ワ
イパー管１２と係合して回転、進退移動させるための機構を有する第１、第２回転リング
１３、１４と、前記本体１１の基端側に配設され、前記ワイパーシース４の基端部と前記
洗滌シース３のシース挿入部３Ａとを水密にシールドするＯリング２６を固定するための
第１、第２Ｏリング押え部材１５、１６と、を有している。
【００４６】
　前記本体１１の外周面の所定位置には、図５及び図７に示すように前記ワイパー管１２
の回転動作を規制するための２つの凹部２６Ａと、前記ワイパー管１２の回転動作に伴う
進退動作を規制するための第１カム溝２４とが設けられている。なお、この第１カム溝２
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４の具体的な形状については後述する。
【００４７】
　前記凹部２６Ａには、図４及び図７に示すように前記ワイパー管１２の内周側に突出自
在に設けられたクリックピン２０が係合される。このクリックピン２０は、前記ワイパー
管１２内に設けられたクリックバネ２１によって常に本体１１側に付勢されるようになっ
ている。
【００４８】
　このことにより、前記ワイパー管１２は、前記クリックピン２０が前記２つの凹部２６
Ａの内のいずれか一方に係合することにより、回転動作が規制されることになる。つまり
、前記ワイパー管１２は、図７に示すように２つの凹部２６Ａの間の範囲内で回転自在で
ある。
【００４９】
　なお、本体１１の所定箇所にはストッパー２７が設けられ、このストッパー２７は、前
記第２回転リング１４のストップ位置２７ａ（図７参照）に接触することにより、前記凹
部２６Ａと前記クリックピン２０による回転規制位置からさらに前記ワイパー管１２が回
転しないように防止している。
【００５０】
　また、前記本体１１の前記ワイパー軸１０が配される部分には、図６に示すように、所
定幅の遊び溝部１１Ａが設けられている。この遊び溝部１１Ａは、前記ワイパー管１２の
溝部１２Ａによって係止された前記ワイパー軸１０の折曲部１０Ａとともに前記ワイパー
管１２が回転、及び進退できるようにするための溝である。
【００５１】
　前記ワイパー管１２の前記溝部１２Ａには前記ワイパー軸１０の折曲部１０Ａが係止さ
れる。そして、前記溝部１２Ａは、この係止された状態の折曲部１０Ａの上からワイパー
規制部材１９を被せた後、このワイパー規制部材１９を図示しないねじを用いて溝部１２
Ａの両側に設けられたねじ穴１２ａに螺合して本体１１に固定する。
【００５２】
　これにより、前記ワイパー軸１０の折曲部１０Ａが前記溝部１２Ａから脱落することを
防止し、前記ワイパー管１２とともに進退できるようになっている。
【００５３】
　前記ワイパー管１２の外周上の所定箇所には、前記本体１１の第１カム溝２４と後述す
る第２回転リング１４の延設部１４Ａ上に設けられた第２カム溝２５と連動的に係合して
前記ワイパー管１２の回転、進退動作をガイドするためのピン２３が設けられている。
【００５４】
　このピン２３は、図５に示すように、ワイパー管１２の外周部の所定箇所を貫通し且つ
外側方向及び内側方向に所定の寸法で突出するように設けられている。つまり、ピン２３
の外側方向に突出する部分は前記第２カム溝２５（図５及び図７参照）に嵌合し、同時に
ピン２３の内側方向に突出する部分は、前記第１カム溝２４（図５参照）に嵌合している
。なお、前記第１カム溝２４及び第２カム溝２５の形状については後述する。
【００５５】
　前記ワイパー管１２は、図４及び図８に示すように、少なくとも２つのばね１７によっ
て常にワイパーシース４の基端側方向に付勢されるようになっている。この場合、前記ば
ね１７の付勢力は、下記に示すように、前記ワイパー９が先端面２ａ上に接触することに
より生じるワイパー９の付勢力（ワイパーシース４の挿入方向に付勢する付勢力）よりも
大きなものとなっている。
【００５６】
　ばね１７の付勢力　＞　ワイパー９自体の付勢力
　このような関係を満足する構成とすることで、前記ワイパー管１２は、前記ピン２３が
前記第１カム溝２４及び第２カム溝２５に確実に係合することができるので、このカム形
状に基づき回転動作及び進退動作を行うことが可能となる。
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【００５７】
　前記第２カム溝２５を設けた延設部１４Ａは、図５ないし図８に示すように、前記第２
回転リング１４の内周端面の所定位置に挿入方向に向けて突出するように一体に設けられ
ている。
【００５８】
　前記第２回転リング１４は、図７及び図８に示すように、前記延設部１４Ａの第２カム
溝２５にピン２３が係合した状態で、前記本体１１及びワイパー管１２を収容して前記第
１回転リング１３に組み付けられるようになっている。
【００５９】
　前記第１回転リング１３は、図９に示すように、術者が回転操作する操作部４Ｂの主の
外観を構成するもので、術者が回転操作しやすいようにその外周面上には複数の溝部１３
ａが設けられている。
【００６０】
　前記第１回転リング１３の先端側内部には、固定部１３Ａが設けられている。この固定
部１３Ａには、前記第１回転リング１３内を水密にするためのリング状のシール部材１８
が配設され、このシール部材１８は固定板２２がねじ２２Ａによって螺合することにより
前記第１回転リング１３内に固定される。
【００６１】
　また、前記第２回転リング１４の基端側内部には、前記同様のリング状のシール部材１
８が配設され、このシール部材１８は固定板２２によって第２回転リング１４に固定され
る。
【００６２】
　また、前記第２リング押え部材１６の外周上には、ガイドコネクタ８（図２参照）が設
けられ、このガイドコネクタ８は、前記第２Ｏリング押え部材１６に固定されるようにな
っている。
【００６３】
　次に、前記第１、第２カム溝２４、２５の形状を図１０を参照しながら説明する。
【００６４】
　前記ピン２３の上部（図５参照：ワイパー管１２の外側方向に突出する部分）が係合す
る前記第２カム溝２５は、図１０に示すように、略Ｖ字状で且つ貫通した切り欠き溝とし
て形成されている。
【００６５】
　この略Ｖ字状に形成された第２カム溝２５は、前記操作部４Ｂの先端側側部にあるガイ
ド面２５Ａと、前記操作部４Ｂの基端側側部にあるガイド面２５Ｂと、を有して構成され
ている。
【００６６】
　一方、前記ピン２３の下部（図５参照：ワイパー管１２の内側方向に突出する部分）が
係合する前記第１カム溝２４は、図５及び図１０に示すように、略クランク状で且つ溝と
して形成されている。
【００６７】
　この略クランク状に形成された第１カム溝２４は、前記操作部４Ｂの先端側側部にある
ガイド面２４Ａと、前記操作部４Ｂの基端側側部にあるガイド面２４Ｂと、を有して構成
されている。つまり、前記ワイパー管１２は常にばね１７によってワイパーシース４の基
端側方向に付勢されているので、前記ピン２３は前記第１カム溝２４及びこのガイド面２
４Ｂに当接しながら係合することになる。
【００６８】
　このように、前記ピン２３は前記第１カム溝２４及び前記第２カム溝２５の形状に基づ
きガイドされることにより、このピン２３が固定されるワイパー管１２は連動して回転動
作及び進退動作を行うことになる。
【００６９】
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　すなわち、このワイパー管１２に折曲部１０Ａが固定されるワイパー軸１０が回転動作
及び進退動作を行うことにより、これに連動して基端部に固定されたワイパー９は、先端
面２ａ上を摺動接触して移動する払拭動作と、前記先端面２ａに対して遠位方向に前記洗
滌シース３のノズル３ｂから離間させる回避動作とを実行することが可能である。
【００７０】
　前記第１カム溝２４における前記ワイパー９の各種動作状態に基づく前記ピン２３の係
合位置が図１０に示されている。
【００７１】
　つまり、図１０に示すように、前記第１カム溝２４の略両端部にピン２３が配置された
係合位置Ｌ１、Ｌ７は、図４に示すクリックピン２０が凹部２６Ａに係合した状態でワイ
パー９を待機状態にさせるクリックピン待機位置をそれぞれ示している。　
　なお、係合位置Ｌ１を最初の動作状態だとすると、前記係合位置Ｌ７は、前記ワイパー
管１２が所定範囲回転して前記ワイパー９が逆側のノズル３ｂ近傍で待機する動作状態と
なる。
【００７２】
　また、第１カム溝２４においてピン２３が係合される係合位置Ｌ２、Ｌ６は、前記ワイ
パー９が前記先端面２ａに対して遠位方向に前記洗滌シース３のノズル３ｂから離間させ
た状態で観察視野範囲から回避動作させる回避動作区間を示している。
【００７３】
　そして、前記第１カム溝２４においてピン２３が係合される係合位置Ｌ３は、前記ワイ
パー９を、前記先端面２ａに対して遠位方向に離間された位置から基端側に移動させて前
記先端面２ａに接触させるための軸方向移動区間を示している。
【００７４】
　また、前記第１カム溝２４においてピン２３が係合される係合位置Ｌ４は、前記ワイパ
ー９が前記先端面２ａに対して摺動接触しながら移動して前記先端面２ａに付着された水
分や体液等を払拭する払拭動作動作区間を示している。
【００７５】
　さらに、前記第１カム溝２４においてピン２３が係合される係合位置Ｌ５は、前記係合
位置Ｌ３とは逆に、前記先端面２ａに接触されていた前記ワイパー９を、前記先端面２ａ
に対して遠位方向に離間させるように移動させるための軸方向移動区間を示している。
【００７６】
　次に、本実施例の内視鏡装置の作用を図１２ないし２４を参照しながら説明する。　
　まず、前記内視鏡装置１の組立て時における各シースの接続方法について図１２ないし
図１４を参照しながら説明する。図１２ないし図１４は内視鏡装置１の組立て時における
各シースの接続方法を説明するもので、図１２は洗滌シース及びワイパーシースのガイド
コネクタを硬性鏡２及び洗滌シースの案内部に接合した状態を示す図、図１３は前記ガイ
ドコネクタを案内部に押し込んだ際の状態を示す図、図１４は前記ガイドコネクタが案内
部に完全に嵌合した状態を示す図である。
【００７７】
　図１に示す硬性鏡２の挿入部２Ａを前記洗滌シース３のシース挿入部３Ａ内に挿通配置
すると、前記洗滌シース３のガイドコネクタ６の開口６ａを形成する脚部６ｂには、図１
２に示すように、硬性鏡２の案内部５が硬性鏡２の先端方向（矢印ａ方向）に押圧した状
態で当接する。
【００７８】
　そして、さらに、前記硬性鏡２の挿入部２Ａを挿通させると、前記案内部５は、図１３
に示すように硬性鏡２の先端方向（矢印方向ａ）への押圧力によって前記ガイドコネクタ
６の脚部６ｂが押し開けられ、さらに、挿入部２Ａを挿通させることにより、図１４に示
すように、完全にガイドコネクタ６に嵌合する。こうして、前記洗滌シース３と前記硬性
鏡２とが確実に接続されることになる。
【００７９】
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　そして、前記硬性鏡２を挿通配置した洗滌シース３のシース挿入部３Ａを、ワイパーシ
ース４内に挿通させる。　
　この場合も、前記ワイパーシース４のガイドコネクタ８と洗滌シース３の案内部７との
嵌合は、前記同様の手順（図１２ないし図１４参照）で嵌合し、その結果、前記洗滌シー
ス３とワイパーシース４とが確実に接続されることになり、本実施例に内視鏡装置１とな
る。
【００８０】
　次に、内視鏡装置１の操作部４Ｂの操作に基づくワイパー９の作用について図１０、及
び図１５ないし図２４を参照しながら説明する。
【００８１】
　図１５ないし図２４は操作部の回転装置に基づくワイパーの動作状態を説明するための
説明図であり、図１５はピンの第１、第２カム溝の係合位置が第１カム溝のクリックピン
待機位置Ｌ１である場合を示す図、図１６は図１５に示すピンの係合位置でのワイパー管
の回転状態及びワイパーの初期動作状態を示す図、図１７はピンの第１、第２カム溝の係
合位置が第１カム溝の回避動作区間Ｌ２を介して軸方向移動区間Ｌ３に移行した場合を示
す図、図１８は図１７に示すピンの係合位置でのワイパー管の回転状態及びワイパーの軸
方向移動動作状態を示す図、図１９はピンの第１、第２カム溝の係合位置が第１カム溝の
拭き動作区間Ｌ４である場合を示す図、図２０は図１９に示すピンの係合位置でのワイパ
ー管の回転状態及びワイパーの拭き動作状態を示す図、図２１はピンの第１、第２カム溝
の係合位置が軸方向移動区間Ｌ５である場合を示す図、図２２は図２１に示すピンの係合
位置でのワイパー管の回転状態及びワイパーの軸方向移動動作状態を示す図、図２３はピ
ンの第１、第２カム溝の係合位置が第１カム溝の回避動作区間Ｌ６を介してクリックピン
待機位置Ｌ７に移行した場合を示す図、図２４は図２３に示すピンの係合位置でのワイパ
ー管の回転状態及びワイパーの完了動作状態を示す図、である。
【００８２】
　いま、術者が内視鏡装置１におけるワイパーシース４の操作部４Ｂを回転操作して、ワ
イパー９による払拭動作を行うものとする。
【００８３】
　この場合、図１５に示すように、ピン２３の第１、第２カム溝２４、２５の係合位置が
第１カム溝２４のクリックピン待機位置Ｌ１であり、このクリックピン待機位置Ｌ１が初
期状態とすると、操作部４Ｂ内のワイパー管１２は、図１６に示すように、θ３の回転角
度に保たれている。また、このときのピン２３の第１カム溝２４に対する角度は、角度θ
１となっており、ピン２３の第２カム溝２５に対する入力角度は、角度θ２となっている
。
【００８４】
　また、ピン２３が前記クリックピン待機位置Ｌ１の場合、ワイパー９は、図１６に示す
ように洗滌シース３のノズル３ｂと干渉せず、観察視野範囲から外れる回避位置に配置さ
れている。
【００８５】
　そして、術者は操作部４Ｂを図中時計回り方向に回転操作すると、前記ピン２３の第１
、第２カム溝２４、２５の係合位置がクリックピン待機位置Ｌ１、第１カム溝２４の回避
動作区間Ｌ２を介して図１７に示すように軸方向移動区間Ｌ３に移行することになる。
【００８６】
　ピン２３の係合位置が前記クリックピン待機位置Ｌ１から前記回避動作区間Ｌ２（図１
０参照）に移行する場合、前記ワイパー管１２は常にばね１７によってワイパーシース４
の基端側方向に付勢されているので、前記ピン２３は前記第１カム溝２４のガイド面２４
Ｂに当接しながら移動する。
【００８７】
　このことにより、結果としてワイパー９は、前記先端面２ａに対して遠位方向に前記洗
滌シース３のノズル３ｂから離間された状態で先端面２ａの中心方向へと移動する状態と
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なる。
【００８８】
　そして、図１７に示すように、ピン２３の係合位置が軸方向移動区間Ｌ３である場合に
は、操作部４Ｂ内のワイパー管１２は、図１８に示すように、θ５（θ５＜θ３）の回転
角度となる。また、このときのピン２３の第１カム溝２４に対する角度は、角度θ４（θ
４＜θ１）となっている。
【００８９】
　つまり、この軸方向移動区間Ｌ３では、前記第１カム溝２４の形状によって前記ワイパ
ー管１２は、ばね１７による付勢力によってワイパーシース４の基端部方向に移動するこ
となり、結果としてワイパー９は、前記先端面２ａに対して遠位方向に離間された位置（
ノズル３ｂを回避した先端面２ａの縁部から離間された位置）から基端側に移動して前記
先端面２ａに接触することになる。
【００９０】
　そして、術者は、さらに操作部４Ｂの回転操作を行うと、ワイパー管１２のピン２３の
第１、第２カム溝の係合位置が拭き動作区間Ｌ４の範囲内となる。
【００９１】
　すると、この拭き動作区間Ｌ４の範囲内では、図１９に示すように、前記ピン２３は、
前記操作部４Ｂの回転操作に応じて前記第２カム溝２５のガイド面２５Ｂとともに前記第
１カム溝２４のガイド面２４Ｂに当接しながら移動する。
【００９２】
　このことにより、前記ワイパー管１２は、図２０に示すように、前記軸方向移動区間Ｌ
３完了後の状態位置のままで回転動作することになるので、結果としてワイパー９は、前
記先端面２ａに接触した状態のままこの先端面２ａ上を摺接触しながら移動する拭き動作
状態となる。
【００９３】
　すなわち、この拭き動作区間Ｌ４にてワイパー９による拭き動作が実行されることによ
り、先端面２ａ上に付着した水分、体液等が払拭され、良好な視野を確保することができ
る。
【００９４】
　なお、この場合、洗滌シース３のノズル３ｂによる洗滌作用については説明してないが
、前記操作部４Ｂの回転操作時、あるいはその途中で前記ノズル３ｂによる洗滌を行えば
、この洗滌とワイパー９による拭き動作によって水分、体液等の除去がより効果的に行う
ことが可能である。
【００９５】
　そして、術者は操作部４Ｂをさらに図中時計回り方向に回転操作すると、前記ピン２３
の第１、第２カム溝２４、２５の係合位置が拭き動作区間Ｌ４を介して図２１に示すよう
に軸方向移動区間Ｌ５に移行することになる。
【００９６】
　この場合、前記ピン２３の係合位置が軸方向移動区間Ｌ５である場合には、操作部４Ｂ
内のワイパー管１２は、図２１に示すように、θ７の回転角度となる。また、このときの
ピン２３の第１カム溝２４に対する角度は、角度θ６となっている。
【００９７】
　つまり、この軸方向移動区間Ｌ５では、前記第１カム溝２４の形状によって前記ワイパ
ー管１２は、図２２に示すように、前記軸方向移動区間Ｌ３とは逆にワイパーシース４の
先端方向に移動することなり、結果としてワイパー９は、前記先端面２ａに接触している
位置から前記先端面２ａに対して遠位方向に離間される先端側に移動して、前記先端面２
ａとは非接触状態となる。
【００９８】
　そして、術者は操作部４Ｂをさらに図中時計回り方向に回転操作すると、前記ピン２３
の第１、第２カム溝２４、２５の係合位置が軸方向移動区間Ｌ５、回避動作区間Ｌ６を介
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して図２３に示すようにクリックピン待機位置Ｌ７に移行することになる。
【００９９】
　ピン２３の係合位置が前記回避動作区間Ｌ６（図１０参照）から前記クリックピン待機
位置Ｌ７に移行する場合、前記ワイパー管１２は常にばね１７によってワイパーシース４
の基端側方向に付勢されているので、前記ピン２３は前記第１カム溝２４のガイド面２４
Ｂに当接しながら移動する。
【０１００】
　このことにより、結果としてワイパー９は、前記先端面２ａに対して遠位方向に前記洗
滌シース３のノズル３ｂから離間した状態で観察視野範囲から外れるように先端面２ａの
外周部向へと移動する回避動作状態となる。
【０１０１】
　そして、前記ピン２３の第１、第２カム溝２４、２５の係合位置がクリックピン待機位
置Ｌ７に到達すると、この操作部４Ｂの時計回り方向への回転操作に基づくワイパー９の
払拭動作を完了する。
【０１０２】
　この場合、操作部４Ｂ内のワイパー管１２は、図２４に示すように、θ１０の回転角度
に保たれている。また、このときのピン２３の第１カム溝２４に対する角度は、角度θ８
となっており、ピン２３の第２カム溝２５に対する入力角度は、角度θ１０となっている
。
【０１０３】
　また、ピン２３が前記クリックピン待機位置Ｌ７の場合、ワイパー９は、図２４に示す
ように洗滌シース３のノズル３ｂと干渉せず、観察視野範囲から外れる回避位置に配置さ
れている。
【０１０４】
　そして、この一回のワイパー９による拭き動作にて汚れが落ちない場合には、術者は前
記操作部４Ｂを逆方向に回転操作することにより、前記動作とは逆の手順でワイパー９を
動作させる。
【０１０５】
　勿論、このような動作を繰り返し行うように前記操作部４Ｂを回転操作すれば、さらに
効果的に先端面２ａに付着した水分、体液等をワイパー９によって払拭することが可能と
なり、良好な視野範囲を確保することができる。
【０１０６】
　したがって、このような構成によれば、挿通された硬性鏡２の先端面２ａをワイパー９
によって払拭する際に、前記ワイパー９を前記先端面２ａに対して遠位方向に前記ノズル
３ｂから離間させ、より良くは垂直方向に離間させるように構成したので、先端面２ａに
対するワイパー９の摺動接触範囲が最大となり、先端面２ａに付着した水分、体液等を効
果的に払拭して除去することができる。これにより、良好な視野を確保することが可能と
なる。
【０１０７】
　また、前記ワイパー９は、洗滌シース３のノズル３ｂとは摺動接触せずに、必要な先端
面２ａの範囲を摺動接触することができるので、痛めることもなく、払拭性を確保できる
。さらに、前記ワイパー９は、洗滌シース３のノズル３ｂとは摺動接触しないので、ワイ
パー９の作動力量の調整が容易である。
【０１０８】
　ところで、内視鏡装置１をトラカールを介して体腔内に挿入して使用すると、体腔内に
送気した気腹用ガスや血液、体液等がワイパーシース４内の隙間部、前記操作部４Ｂを介
して逆流して前記操作部４Ｂから外部へと漏れてしまうことも想定される。
【０１０９】
　そこで、本実施例の内視鏡装置１は、前記気腹用ガスや体液等が少なくとも前記操作部
４Ｂから漏れないようなシーリング機構を有している。
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【０１１０】
　前記内視鏡装置１に備えたシーリング機構を、図５及び図１１を参照しながら説明する
。　図５に示すように、内視鏡装置１は、ワイパーシース４内の下部にはワイパー軸１０
が設けられたいるため、このワイパー軸１０の回転軸と、ワイパーシース４のシース挿入
部４Ａの中心軸とがずれている。
【０１１１】
　このため、構造的にワイパー９が動作可能にシールドを施すことが困難である。また、
ワイパー軸１０を含めて全体的にシールドを施すと、ワイパー軸１０の回転トルクが大き
くなってしまい、操作性に悪影響を及ぼしてしまう。
【０１１２】
　そこで、操作部４Ｂとシース挿入部４ＡとのシールドをＯリングを用いて行う方法も考
えられるが、この方法だと、操作部４Ｂの回転操作が重くなってしまい、容易に回転操作
することができない。
【０１１３】
　本実施例の内視鏡装置１は、図５にて説明したように、シールド部材としてリング状で
且つシート状のシール部材１８を用いている。
【０１１４】
　このシール部材１８は、前記本体１１の外径と同じあるいはそれよりも僅かに小さい径
の孔を有するリング状のシール部材である。このシール部材１８は、前記本体１１の先端
側及び基端側にそれぞれ嵌合され、それそれ固定板２２がねじ２２ａの螺合によって第１
、第２回転リング１３、１４に固定されている。
【０１１５】
　この場合、前記シール部材１８の本体１１外周部との接触部分は、操作部４Ｂの先端側
、あるいは基端側に撓んで配置されるようにすることが望ましく、あるいはシール部材１
８の接触部分がちょうど本体１１の外周部上に接触するように配置しても良い。
【０１１６】
　これにより、前記シール部材１８を２つ設けたことにより、前記第１、第２回転リング
１３、１４内、つまり、前記操作部４Ｂを水密にシールドすることが可能となり、体腔内
から逆流が想定される気腹用ガスや体液等が操作部４Ｂの外部に漏れることを防止するこ
とが可能となる。
【０１１７】
　また、シールド部材としてリング状で且つシート状のシール部材１８を用いているので
、操作部４Ｂの回転操作も重くなく、軽い力量で容易に回転操作を行うことが可能である
。
【０１１８】
　さらに、本実施例の内視鏡装置１は、前記操作部４Ｂの回転操作に影響しない部分には
、水密性を向上させるためにＯリング２６が設けられている。
【０１１９】
　このＯリング２６は、図１１に示すように、前記本体１１の基端部と固定される第１Ｏ
リング押え部材１５と前記第２Ｏリング押え部材１６との嵌合により第２回転リング１４
内に固定される。
【０１２０】
　この場合、前記第１Ｏリング押え部材１５の先端側にはねじ溝１６ａが設けられ、一方
の第２Ｏリング押え部材１５の先端側に対応するねじ溝１５ａが設けられている。
【０１２１】
　そして、第１Ｏリング押え部材１５の嵌合部内に形成された当接部１６Ａと前記第２Ｏ
リング押え部材の嵌合部先端側に形成された突出部１５Ａとの間に前記Ｏリングを挟持し
た状態でこれら第１、第１Ｏリング押え部材１５、１６を嵌合する。
【０１２２】
　このことにより、Ｏリング２６は第１、第２Ｏリング押え部材１５、１６との嵌合によ
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って押圧力が加わることにより、前記ワイパーシース４の基端部と前記洗滌シース３のシ
ース挿入部３Ａとを水密にシールドすることができるので、シース挿入部４Ａ内からの気
腹用ガスや体液等の進入を防止できる。
【０１２３】
　ところで、本実施例の内視鏡装置１は、ワイパーシース４内にワイパー９を設けている
ので、ワイパーシース４の体腔内への挿入性の向上、及び前記ワイパー９の保護を図るこ
とが望ましく、このような要求を満足するための改良が成されている。
【０１２４】
　このような構成例を図２５ないし図３０を参照しながら説明する。　
　図２５は改良がなされた内視鏡装置を構成するワイパーシースの先端部の構成を示す断
面図、図２６は図２５の反射防止部材を設けたワイパーシースの先端部の構成を示す斜視
図、図２７は図２６の反射防止部材の構成例を示す斜視図、図２８は硬性鏡が挿通配置さ
れたワイパーシースの先端側から見た先端面の構成を示す図、図２９はワイパー軸を係合
する係合部近傍のシース挿入部の断面図、図３０は前記反射防止部材の変形例を示す構成
斜視図である。
【０１２５】
　図２５に示すように、本実施例の内視鏡装置１のワイパーシース４は、ワイパーシース
４の体腔内への挿入性の向上、及び前記ワイパー９の保護を図るために、そのシース挿入
部４Ａの先端縁部を内部に折曲することにより形成されるフランジ４ｄを有している。
【０１２６】
　また、前記したようにワイパーシース４のシース挿入部４Ａの内部には、前記ワイパー
軸１０が係合部４ｃによって回転及び進退自在に取り付けられている。
【０１２７】
　この係合部４ｃは、図２９に示すように、例えばシース挿入部４Ａの複数箇所（例えば
先端側と基端側との２箇所）に切り欠きを形成し、さらに筒状に形成され且つワイパー軸
１０を貫通した状態の接合部をレーザー溶接することにより形成される。このことにより
、前記係合部４ｃはこのレーザー溶接により形成された溶接部４ｅによってシース挿入部
４Ａ内に固定されるようになっている。
【０１２８】
　前記ワイパーシース４には、図２５に示すように、硬性鏡２の挿入部２Ａが挿通配置さ
れる。この場合、前記硬性鏡２の挿入部２Ａの挿入位置は、前記同様に案内部とガイドコ
ネクタとの嵌合により位置決めされるようになっている。
【０１２９】
　前記硬性鏡２の先端面２ａには、図２５及び図２８に示すように、照明観察光学系であ
るライトガイドファイバー２ｃと観察光学系であるＣＣＤ等の撮像素子２ｂとが設けられ
いる。
【０１３０】
　前記硬性鏡２の挿入部２Ａをワイパーシース４内に挿通配置すると、前記ライトガイド
ファイバー２ｃと前記撮像素子２ｂとは、図２５に示すような配置位置で配されることに
なる。
【０１３１】
　ところが、前記ワイパーシース４には前記したようにフランジ４ｄが設けられているた
め、前記ライトガイドファイバー２ｃからの照射光は、図２５中の波線で示すように、あ
る光路によっては前記フランジ４ｄの内側を介して前記撮像素子２ｂ側に反射されてしま
い、眩しく、良好な観察像が得られない。
【０１３２】
　そこで、本実施例では、前記ワイパーシース４の先端部内周面側に、前記反射光を前記
撮像素子２ｂ側ではなく影響のない他の方向に反射させるための反射防止部材３０が設け
られている。
【０１３３】
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　この反射防止部材３０は、図２７に示すように、例えば前記フランジ４ｄの内周面の凹
部が平面になる厚み３０ａの板状の部材が前記ライトガイドファイバー２ｃを完全に覆う
ような大きさでシース挿入部４Ａの内周面と同様のＲ形状に形成されたものである。
【０１３４】
　そして、前記反射防止部材３０は、図２６に示すように、その厚み３０ａが前記フラン
ジ４ｄの内周面側の凹部に配置されるように前記シース挿入部４Ａの先端側内周面に固定
する。
【０１３５】
　このことにより、前記ライトガイドファイバー２ｃからの照射光は、前記反射防止部材
３０によって前記撮像素子２ｂ以外の方向に反射させることができるので、良好な観察像
が得られることになる。
【０１３６】
　なお、前記反射防止部材３０は、例えば図３０に示すように、前記同様反射特性を有す
る反射防止部３０Ｂと、この反射防止部３０の逆側に一体に延設され、下部に設けられた
切り下記３０ｂに前記係合部４ｃを嵌合することによりシース挿入部４Ａ内の位置決めを
行う位置規制部３０Ｃと、を有するように構成しても良い。　
　また、前記反射防止部材３０は、前記フランジ４ｄを硬性鏡２の先端面２ａ側に移動さ
せる構成に形成しても良い。
【０１３７】
　さらに、前記内視鏡装置は、洗滌シース３を使用しない構成について説明したが、洗滌
シース３を用いても同様の効果が得られる。　
　したがって、このように構成によれば、前記同様にワイパーシース４の良好な挿入性を
確保しつつ、良好な観察画像が得られる。
【０１３８】
　ところで、本実施例の内視鏡装置１は、ワイパーシース４のシース挿入部４Ａ内に硬性
鏡２の挿入部２Ａを挿通配置すると、前記ワイパー軸１０をシース挿入部４Ａ内に配設し
ていることから、前記シース挿入部４Ａの内側と挿入部２Ａとの間に隙間が生じてしまう
。この場合、前記硬性鏡２の挿入部２Ａは、前記隙間によってがたつくことになるため、
ワイパー９を動作させた場合には、前記挿入部２Ａの先端面２ａがそのがたつきによって
ふらついてしまい、ワイパー９が確実に先端面２ａ上記構成摺動接触することができず、
払拭性能を劣化させてしまう虞がある。
【０１３９】
　しかしながら、本実施例の内視鏡装置は、このような問題を回避するための改良がなさ
れている。　
　このような構成例を図３１ないし図３３を参照しながら説明する。
【０１４０】
　図３１は改良がなされた内視鏡装置を構成するワイパーシースの先端部の構成を示す横
断面図、図３２は図３１のワイパーシースの先端部の構成を示す縦断面図、図３３は他の
構成例を示すワイパーシースの縦断面図である。
【０１４１】
　図３１に示すように、本実施例のワイパーシース４は、少なくともシース挿入部４Ａの
先端側の内周面が中心軸方向に突出するように形成された位置規制用凸部３１を有してい
る。この位置規制用凸部３１は、シース挿入部４Ａの所定位置の内周面全体に設けられて
いる。
【０１４２】
　したがって、前記ワイパーシース４のシース挿入部４Ａに硬性鏡２の挿入部２Ａを挿入
配置した場合、前記硬性鏡２の挿入部２Ａは、図３２に示すように、その外周面が前記位
置規制用凸部３１に当接することにより、がたつくことなくシース挿入部４Ａ内に固定さ
れるようになっている。この場合、図３２に示すように前記挿入部２Ａは、シース挿入部
４Ａ内の係合部４ｃにも当接して、さらに固定位置が確保されるようになっている。
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【０１４３】
　なお、前記位置規制用凸部３１は、さらに、必要に応じてシース挿入部４Ａの長手方向
の所定位置（例えば中央部等）に設け、複数形成しても良い。
【０１４４】
　また、前記位置規制用凸部３１は、図３３に示すように例えば前記図３３にて説明した
反射防止部材３０Ａを利用するとともに、その肉厚を厚くするように形成することでその
両基端部に前記位置規制用凸部３１と同様の位置規制作用が得られる規制部３２ａを構成
して、前記挿入部２Ａをシース挿入部４Ａ内に固定するようにしても良い。
【０１４５】
　さらに、前記内視鏡装置は、洗滌シース３を使用しない構成について説明したが、洗滌
シース３を用いても同様の効果が得られる。
【０１４６】
　以上、述べたように本実施例によれば、簡単な構成で実施することができるので、安価
で、使い勝手の良いワイパー９を備えた内視鏡装置１の実現が可能となる。
【０１４７】
　なお、前記実施例においては、第１カム溝２４、第２カム溝２５の形状は、図１０に示
す形状に限定されることはなく、ワイパー９が洗滌シース３のノズル３ｂに接触しないよ
うに確実に回避しながらも先端面２ａ上を摺動接触できるような形状であれば良い。
【０１４８】
　本発明は、上述した実施例及び変形例に限定されるものではなく、発明の要旨を逸脱し
ない範囲で種々変形実施可能である。
【０１４９】
［付記］
（付記項１）　硬性の挿入部を有する硬性鏡と、
　前記硬性鏡の先端面に対して送水を行う送水口を前記挿入部の外周側に有する洗滌シー
スと、
　前記洗滌シースを挿通するもので、前記硬性鏡の先端面に対して回動自在に配置され前
記先端面を拭うワイパーを有するワイパーシースと、
　を具備したことを特徴とする内視鏡装置。
【０１５０】
（付記項２）　先端面に観察光学系及び照明光学系を設けた挿入部が硬性な硬性鏡と、
　前記硬性鏡の硬性な挿入部に配設され前記挿入部の先端面に向かって送水を行うノズル
を構成する先端部を有する洗滌シースと、
　前記挿入部の先端面に密着するように配置され、前記ノズルから前記挿入部の先端面に
向けて噴出された水分、又は前記先端面に付着した水分、体液等を払拭するワイパーを有
して前記洗滌シースを挿通配置するもので、前記硬性鏡の硬性な挿入部の手元側に、前記
ワイパーを前記先端面に対して摺動接触させて移動することにより前記水分、体液等を払
拭させるとともに、前記先端面に対して遠位方向に前記ノズルから離間させる操作部を設
けたワイパーシースと、
　を具備したことを特徴とする内視鏡装置。
【０１５１】
（付記項３）　先端面に観察光学系及び照明光学系を設けた挿入部が硬性な硬性鏡と、
　前記硬性鏡の硬性な挿入部に配設され前記挿入部の先端面に向かって送水を行うノズル
を構成する先端部を有する洗滌シースと、
　前記挿入部の先端面に密着するように配置され、前記ノズルから前記挿入部の先端面に
向けて噴出された水分、又は前記先端面に付着した水分、体液等を払拭するワイパーを有
して前記洗滌シースを挿通配置するもので、前記硬性鏡の硬性な挿入部の手元側に、前記
ワイパーを前記先端面に対して摺動接触させて移動することにより前記水分、体液等を払
拭させるとともに、前記先端面に対して遠位方向に前記ノズルから離間させる操作部を設
けたワイパーシースと、を具備した内視鏡装置であって、
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　前記操作部は、この操作部内を水密にシールドするためのシールド部材を設けたことを
特徴とする内視鏡装置。
【０１５２】
（付記項４）　前記シールド部材は、前記ワイパーシースあるいは洗滌シースを少なくと
も挿通可能な径の孔を有してリング状で且つシート状に形成されたものであることを特徴
とする付記項３に記載の内視鏡装置。
【０１５３】
（付記項５）　前記シールド部材は、前記操作部の基端側に配置されたＯリングであり、
このＯリングは、前記操作部内の前記ワイパーシースの基端側に固定された第１リング押
え部材と、この第１リング押え部材と嵌合する第２リング押え部材とによって固定される
ことを特徴とする付記項３に記載の内視鏡装置。
【０１５４】
　従来、内視鏡装置をトラカールを介して体腔内に挿入して使用すると、体腔内に送気し
た気腹用ガスや血液、体液等がワイパーシース内の隙間部、前記操作部を介して逆流して
前記操作部から外部へと漏れてしまうこともある。また、内視鏡装置は、ワイパーシース
内の下部にワイパー軸が設けられたいるため、構造的にワイパーが動作可能にシールドを
施すことが困難である。また、ワイパー軸を含めて全体的にシールドを施すと、ワイパー
軸の回転トルクが大きくなってしまい、操作性に悪影響を及ぼしてしまう。
【０１５５】
　しかしながら、前記付記項３ないし付記項５の構成とすることにより、簡単な構成で前
記操作部内を水密にシールドすることが可能となり、体腔内から逆流が想定される気腹用
ガスや体液等が操作部の外部に漏れることを防止できる。また、シールド部材としてリン
グ状で且つシート状のシールド部材を用いているので、操作部の回転操作も重くなく、軽
い力量で容易に回転操作を行うことが可能である。さらに、操作部とワイパーシースとの
間にＯリングを設けたことにより、このワイパーシース内からの気腹用ガスや体液等の進
入を防止し、前記操作部の基端側内部を水密にシールドすることができる。
【０１５６】
（付記項６）　先端面に観察光学系及び照明光学系を設けた挿入部が硬性な硬性鏡と、
　前記硬性鏡の硬性な挿入部に配設され前記挿入部の先端面に向かって送水を行うノズル
を構成する先端部を有する洗滌シースと、
　前記挿入部の先端面に密着するように配置され、前記ノズルから前記挿入部の先端面に
向けて噴出された水分、又は前記先端面に付着した水分、体液等を払拭するワイパーを有
して前記洗滌シースを挿通配置するもので、前記硬性鏡の硬性な挿入部の手元側に、前記
ワイパーを前記先端面に対して摺動接触させて移動することにより前記水分、体液等を払
拭させるとともに、前記先端面に対して遠位方向に前記ノズルから離間させる操作部を設
けたワイパーシースと、を具備した内視鏡装置であって、
　前記ワイパーシースは、その先端部が内側に折曲して形成されたフランジ部を有してい
ることを特徴とする内視鏡装置。
【０１５７】
（付記項７）　前記ワイパーシースは、前記フランジ部の内側に設けてこのフランジ部の
内面を中心軸と略平行な面に形成するとともに、前記硬性鏡の照明光学系からの反射光を
前記観察光学系とは異なる方向に反射させるための反射防止部材を有していることを特徴
とする付記項６に記載の内視鏡装置。
【０１５８】
　従来、内視鏡装置は、ワイパーシース内にワイパーを設けているので、ワイパーシース
の体腔内への挿入性の向上、及び前記ワイパーの保護を図ることが望まれている。
【０１５９】
　このため、前記付記項６の構成とすることにより、ワイパーを設けたワイパーシースの
挿入性を向上することができる。
【０１６０】
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　また、前記ワイパーシースの先端部にフランジを設けて挿入性の向上化を図ると、前記
照明光学系であるライトファイバーからの照射光は、ある光路によっては前記フランジの
内側を介して前記観察光学系である撮像素子側に反射されてしまい、眩しく、良好な観察
像が得られない。
【０１６１】
　しかしながら、前記付記項７の構成とすることにより、前記ライトガイドファイバーか
らの照射光は、前記反射防止部材によって前記撮像素子以外の方向に反射させることがで
きるので、良好な観察像が得られる。
【図面の簡単な説明】
【０１６２】
【図１】本発明の内視鏡装置の実施例１を示し、内視鏡装置の分解斜視図。
【図２】図１に示すワイパーシースの拡大構成斜視図。
【図３】図２の操作部を先端部からみた場合の構成図。
【図４】図２のＡ矢印方向から見た操作部の断面図。
【図５】図２のＢ矢印方向から見た場合のワイパーシース全体の断面図。
【図６】図５の本体に嵌合されたワイパー管の構成を示す斜視図。
【図７】図５の本体及び第２回転リングの構成を示す斜視図。
【図８】図５のワイパー管を図７の第２回転リング及び本体を取り付けた状態の構成を示
す斜視図。
【図９】図５の第１回転リングの構成を示す斜視図。
【図１０】図５の本体上に設けられた第１カム溝及び第２回転リングに設けられた第２カ
ム溝の形状を示す構成図。
【図１１】図５の第１、第２リング押え部とＯリングによるシール構造を説明するための
断面図。
【図１２】洗滌シース及びワイパーシースのガイドコネクタを硬性鏡２及び洗滌シースの
案内部に接合した状態を示す図。
【図１３】ガイドコネクタを案内部に押し込んだ際の状態を示す図。
【図１４】ガイドコネクタが案内部に完全に嵌合した状態を示す図。
【図１５】ピンの第１、第２カム溝の係合位置が第１カム溝のクリックピン待機位置Ｌ１
である場合を示す図。
【図１６】図１５に示すピンの係合位置でのワイパー管の回転状態及びワイパーの初期動
作状態を示す図。
【図１７】ピンの第１、第２カム溝の係合位置が第１カム溝の回避動作区間Ｌ２を介して
軸方向移動区間Ｌ３に移行した場合を示す図。
【図１８】図１７に示すピンの係合位置でのワイパー管の回転状態及びワイパーの軸方向
移動動作状態を示す図。
【図１９】ピンの第１、第２カム溝の係合位置が第１カム溝の拭き動作区間Ｌ４である場
合を示す図。
【図２０】図１９に示すピンの係合位置でのワイパー管の回転状態及びワイパーの拭き動
作状態を示す図。
【図２１】ピンの第１、第２カム溝の係合位置が軸方向移動区間Ｌ５である場合を示す図
。
【図２２】図２１に示すピンの係合位置でのワイパー管の回転状態及びワイパーの軸方向
移動動作状態を示す図。
【図２３】ピンの第１、第２カム溝の係合位置が第１カム溝の回避動作区間Ｌ６を介して
クリックピン待機位置Ｌ７に移行した場合を示す図。
【図２４】図２３に示すピンの係合位置でのワイパー管の回転状態及びワイパーの完了動
作状態を示す図。
【図２５】改良がなされた内視鏡装置を構成するワイパーシースの先端部の構成を示す断
面図。
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【図２６】図２５の反射防止部材を設けたワイパーシースの先端部の構成を示す斜視図。
【図２７】図２６の反射防止部材の構成例を示す斜視図。
【図２８】硬性鏡が挿通配置されたワイパーシースの先端側から見た先端面の構成を示す
図。
【図２９】ワイパー軸を係合する係合部近傍のシース挿入部の断面図。
【図３０】反射防止部材の変形例を示す構成斜視図。
【図３１】改良がなされた内視鏡装置を構成するワイパーシースの先端部の構成を示す横
断面図。
【図３２】図３１のワイパーシースの先端部の構成を示す縦断面図。
【図３３】他の構成例を示すワイパーシースの縦断面図。
【符号の説明】
【０１６３】
　　１…内視鏡装置、
　　２…硬性鏡、
　　２Ａ…挿入部、
　　２Ｂ…把持部、
　　２Ｃ…接眼部、
　　２ａ…先端面、
　　２ｂ…撮像素子、
　　２ｃ…ライトガイドファイバー、
　　３…洗滌シース、
　　３Ａ…シース挿入部、
　　３Ｂ…把持部、
　　３Ｃ…送水口金、
　　３Ｄ…開口、
　　３ｂ…ノズル、
　　３ｃ…挿通チャンネル、
　　３ｄ…挿入部間隙間部、
　　４…ワイパーシース、
　　４Ａ…シース挿入部、
　　４Ｂ…操作部、
　　４Ｄ…開口、
　　４ｃ…係合部、
　　５、７…案内部、
　　６、８…ガイドコネクタ、
　　９…ワイパー、
　１０…ワイパー軸、
　１０Ａ…折曲部、
　１１…本体、
　１１Ａ…溝部、
　１２…ワイパー管、
　１２Ａ…溝部、
　１２ａ…穴、
　１３…第１回転リング、
　１４…第２回転リング、
　１４Ａ…延設部、
　１７…ばね、
　１８…シール部材、
　１９…ワイパー規制部材、
　２０…クリックピン、
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　２２…固定板、
　２３…ピン、
　２４…第１カム溝、
　２４Ａ、２４Ｂ…ガイド面、
　２５…第２カム溝、
　２５Ａ、２５Ｂ…ガイド面、
　２６…Ｏリング、
　２６Ａ…凹部、
　３０、３０Ａ…反射防止部材。　
　　　代理人　　弁理士　　　伊　　藤　　　進
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